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1. 調整池について  

調整池について、オリフィスの構造がわかる図面、H.W.L、L.W.L 時のオリフィスからの放流

量などの諸元データ、状況が確認できる写真などを、補足資料として提出すること。 

 

 

構造及び H.W.L、オリフィスからの放流量、現状が分かる図面を次ページ以降、図 1-1～図 1-10

に示しました。
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図 1-1  
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図 1-2     
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図 1-3    
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図 1-4     
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図 1-5    
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図 1-6    
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図 1-7     
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図 1-8  
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図 1-9     
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図 1-10 
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2. 集水桝の構造、配置について  

集水桝の構造、配置を提出すること。 

 

 

集水桝は二次製品を使用し排水管の曲がりがある箇所や横排水管と縦排水管の交差部分に設置

します。集水面積の大きい場所は流量も多いため横排水管も太いものを使用しますので大きい排

水管に合わせた集水桝を使用し小段など集水面積が小さい場所では排水管も細くなりますのでそ

れに合わせた集水桝を使用します。 

二次製品の集水桝カタログと配置は下記のとおりです。 

図 2-1、図 2-2 に示しました。 

 

 図 2-1 
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図 2-2   
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3. 小段の幅、盛勾配、地山の GL などについて  

小段の幅、盛勾配、地山の GL などがわかるような図面を提示すること。 

 

 

埼玉県林地開発許可事務取扱要領の基準では、勾配は 1：1.8～1：2.0、小段については、5.0m 

毎に 1.0m 以上設置する基準になっています。計画は、勾配 1：2.0、排水施設及び重機通路と 

して小段幅 4.0m 以上の計画になっています。 

図 3-1～図 3-3 として、図面を次頁以降に示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。



15 

図 3-1   
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図 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

図 3-3  
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4. 現地での締固め密度管理について  

  現地での締固め密度管理はどうするのか。 

 

 

基準試験としては、ポータブルコーン指数試験を一層厚さ30㎝毎に行います。また、締固め 

用重機にタコメーターを利用して移動時間を記録します。雨天は作業を中止します。 

締固めの管理については、ポータブルコーン貫入試験方法によりコーン指数の測定を行いま 

す。コーン指数をＮ値に換算することで、締固めの管理を行います。 

コーン指数から一軸圧縮強度への換算  qu＝qc/5 

一軸圧縮強度からＮ値への換算     Ｎ＝(qu－40)/5 ※参考 qu＝40＋5Ｎ(大崎式) 

qc：コーン指数   qu：一軸圧縮強度   Ｎ：Ｎ値 

                            地盤工学会 ＜地盤調査法＞より 
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5. 緑化計画等について  

対象事業実施区域内で発生した土を撒くことで、緑化を行う計画となっているが、緑化計画

の具体的な方法を明確に示してほしい。法面などの雨水による表面流出を防ぎながら、緑化の

ための土を撒く方法について、検討すべきである。また、コナラ林など林地の土からは、先駆

的な樹種の発芽が多くなるとみられ、太陽光パネルの設置部分には不向きと思われるが、その

ような配慮も計画に盛り込むべき。計画について、次回までに補足説明を作成すること。 

 

表土の撒きだしは、林地の土を用いるとアカメガシワ、カラスザンショウなどによる樹林化

が進む。事前実験等を行い、確認しながら計画を実施する必要がある。    

 

 

緑化は、改変区域全体に行う計画です。現在の表土を採取し、それを撒くことで、表土に含ま

れる植物の種子・根などから植物が生育することによる緑化を計画しています。 

降雨時の土砂の流出を避けるため、造成盛り土箇所は、転圧を行い、撒いた表土に関しても、

同様の扱いを行う計画です。 

過去の造成盛り土箇所は通行のために転圧は行われていると考えられます。そのような場所に

おいても、現在、先駆的木本群落及び草地になっており、土砂流出防止の転圧を行っても同様の

状態になると考えています。事業者の構成社員が管理する別の太陽光発電においては、実際に植

物の種子・根などが含まれた土壌の散布・転圧など同様の造成を行っておりますが、添付写真の

とおり、植物の良好な生育状況が確認できます。 

パネル配置場所に樹木は適さないので、樹木が生育した場合、日常点検時に引き抜いて樹林化

防止作業を行います。生育状況を確認して、緑化状況が悪ければ、春先などに在来種の種子の吹

付も検討し、管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）事業者の構成社員が管理する別の太陽光発電における緑化状況
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6. 関連設備（送電施設）について  

関連設備は、東京電力により実施されるとあるが、本事業に含まれるものか。どのような鉄

塔を建設するのかを説明があったほうが親切ではないか。 

 

可能であれば鉄塔の外形・寸法（類似のものでも結構ですが）がわかれば表示した方がよい

と思います。 

 

 

建設主体は東京電力ですが、関連設備は本事業のために建設されるものであるため、ご指摘に

従い、現段階で計画されている送電設備の諸元などについて整理しました。 

諸元を記載した準備書の図は、次頁に示しました。諸元は、東京電力パワーグリッド株式会社

にヒアリングを行った、現段階での計画内容となります。 

修正した図は、評価書に追記するように致します。 

 

現状では、まだ詳細が決定されていない段階でありますが、鉄塔の規模は高さが約 25m、幅が

約 8m のものを想定しております。 



21 



22 

 
7. 気温の示し方について  

表 3-1-1-3 の気温ですが気象庁のホームページと書き方が異なるのではないでしょうか。こ

こに記載されているのは「気温」ではなく日平均気温、日最高気温、日最低気温の年間平均で

はないでしょうか。気象庁ホームページには最高、最低気温は年間の最高、最低気温が記載さ

れていると思います。 

 

 

ご指摘の表 3-1-1-3 の気温の表記につきましては、気象庁のホームページに一致させ、気温（℃）

の下に「平均」を記載した欄を追記し、その下の「平均」、「最高」、「最低」との現表記を、

それぞれ「日平均」、「日最高」、「日最低」と修正致します（下表を参考）。 

 

表 3-1-1-3 寄居地域気象観測所における気象の状況（平成 23 年～令和 2 年） 

年 
降水量(mm) 

気温(℃) 

日照時間(h) 平均 

合計 日最大 日平均 日最高 日最低 

平成 23 年 1595.0 150.5 14.0 19.9 9.0 2168.4 

平成 24 年 1218.5 141.5 13.7 19.6 8.6 2182.8 

平成 25 年 1105.0 96.5 14.3 20.4 9.0 2275.6 

平成 26 年 1398.5 173.5 13.9 19.7 8.6 2272.5 

平成 27 年 1226.0 142.5 14.6 20.1 9.7 2074.0 

平成 28 年 1192.5 163.5 14.6 20.2 9.6 1999.2 

平成 29 年 1238.0 118.5 13.9 19.8 8.6 2208.2 

平成 30 年 1082.5 101.5 15.0 21.0 9.6 2283.4 

令和元年 1649.0 471.0 14.7 20.5 9.5 2097.7 

令和 2 年 1360.0 84.5 14.8 20.6 9.7 2066.2 

出典：「過去の気象データ検索」（気象庁 HP） 
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8. 対象事業実施区域周辺の住居について  

対象事業実施区域周辺の住居の様子を確認するためには、図 3-2-2-2 では粗すぎるため、実

施区域と直近の住居の位置関係がわかる図面を追記すること。 

これらのうち特に太陽光パネルやパワーコンディショナーに近い住居については拡大してそ

の距離を示したほうがよいと思います。 

 

 

ご指摘に従い、準備書 p211 「(2)対象事業実施区域及びその周辺の住居等」において、図 3-2-2-2

の引用ではなく、新たに住宅等建築物の距離別の分布を示した図 3-2-5-2 を追記し、距離で区分

した範囲に存在する住宅等建築物の戸数を示した表 3-2-5-2 を追記しました。 

ここで、住宅等建築物の戸数は、国土地理院の基盤情報図の建築物の戸数として計測しており

ます。 

準備書の修正箇所は、次頁及び次々ページに示しました。 

また、太陽光パネルが設置される改変区域やパワーコンディショナー等から住居までの距離に

ついて、騒音発生源となるパワーコンディショナーや変圧器に近い住居までの距離は図 8-1 及び

図 8-2 に示しました。 
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準備書 p211 の修正 

 

追加箇所 
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準備書 p212 の修正 
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図 8-1 
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図 8-2  
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9. 工事用搬入ルートについて  

2 章において工事用搬入ルートは、南側からのみとされているが、図 6-2-1-19 には、北側に

搬入ルートが記載されており矛盾している。 

 

 

図 6-2-1-19 の記載に誤りがありましたので、下記の通り準備書の記載内容を修正しました。評

価書において反映いたします。 

次頁の図に示すう通り、北側からの搬入ルートがないことが明確となるよう、南側からのルー

トの凡例を「工事用搬出入ルート」とし、北側に伸びるルートの凡例を「丸太材運搬等一部車両

搬出ルート」としました。また、北側のルートの色が、一部南側と同じ色となっていた点も修正

しました。 
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10. 日射量と放射収支量の単位について  

表 8-1-1-1 の日射量と放射収支量の単位を揃えること。 

 

 

表 8-1-1-1 の日射量と放射収支量の単位を kW/m2 に揃えて記載するよう、下記の通り、修正し

ました。 

 

 

 

 

修正箇所 
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11. 大気質調査の調査時の写真について  

大気質調査の調査時の写真を、補足資料として提示すること。 

 

 

大気質調査の調査時の写真を提示します。 

各調査地点の位置図を掲載した後に、該当する写真を示しました。 
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１．沿道環境 大気質調査地点位置図 

 

 

 

④写真撮影方向 

③写真撮影方向 

②写真撮影方向 

①写真撮影方向 

図 11-1 
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1-1．C1 調査地点 

①写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②写真 
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1-2．C2 調査地点 

③写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④写真 
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２．一般環境 大気質調査地点位置図 

 

⑤写真撮影方向 

⑥写真撮影方向 

図 11-2 
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2-1．B1 調査地点 

⑤写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥写真 
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３．気象調査地点位置図 

 

 

 

 

 

図 11-3 

⑦写真撮影方向 
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3-1．A1 調査地点 

⑦写真 
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12. 大気環境の予測地点について  

大気環境に関し、予測地点の位置を p427 に示した道路横断図を用いて表示すべきである。 

 

 

工事用資材等の搬出入車両の影響による大気環境の予測地点を図 12 に示します。 

評価書のときに各項目（大気質、騒音、振動）の予測地点として追加致します。 

 

 

 

【C1（計画地と国道 254 号を結ぶ区間）】 

車道 側溝側溝植栽 植栽

0.60 0.606.00

1.20 1.20

 

 

【C2（国道 254 号）】 

0.402.900.60 1.80 0.70 2.700.20

路肩 車道
（出方向）

車道
（入方向）

側溝 歩道 縁石 路肩

 

単位：m 

 

 

 

図 12 予測地点 

0.6 

1.5 
1.2 

1.5 
1.2 

●：大気質予測地点（地上 1.5m） 
▲：騒音予測地点（地上 1.2m） 
■：振動予測地点（地表面） 
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13. 建設機械の影響について  

汚染物質排出量が最大期間となる建設機械の影響を予測しているが、工事期間によっては、

より住居に近い場所での施工もある。そのような場合の影響はどの程度となるのかを確認する

必要がある。 

 

 

 予測地点ごとに影響が最大となる場合を、下表のとおり算出しました。 

なお、各予測地点の排出量は安全側として汚染物質の排出量が最多い8～19カ月目の1年間の

排出量を基としました。 

将来予測濃度は二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに全ての地点で環境基準を満たしていまし

た。 

 

【二酸化窒素の予測結果】 

単位：ppm 

予測 
地点 

年平均値 
日平均値の 
年間98％値 工事箇所 

（図13を参照） バックグラウンド
濃度 

寄与濃度 
将来 

予測濃度 
将来 

予測濃度 

St1 0.003 0.0018 0.0048 0.014 北側工事エリア 

St2 0.003 0.0065 0.0095 0.020 北東側工事エリア 

St3 0.003 0.0038 0.0068 0.017 北東側工事エリア 

St4 0.003 0.0003 0.0033 0.013 南側工事エリア 

 

【浮遊粒子状物質の予測結果】 

単位：mg/m3 

予測 
地点 

年平均値 
日平均値の 

年間2％除外値 工事箇所 
（図５を参照） バックグラウンド

濃度 
寄与濃度 

将来 
予測濃度 

将来 
予測濃度 

St1 0.012 0.00020 0.01220 0.033 北側工事エリア 

St2 0.012 0.00090 0.01290 0.035 北東側工事エリア 

St3 0.012 0.00040 0.01240 0.034 北東側工事エリア 

St4 0.012 0.00004 0.01204 0.033 南側工事エリア 
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図 13 建設工事のエリア 

建設工事のエリア 

対象事業実施区域及び関連施設 

 

北東側工事エリア 

南側工事エリア 

北側工事エリア 

南側工事エリア 

St1 

St3 

St4 

St2 
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14. 工事用車両の走行時の等価騒音レベルついて  

表 8-1-1-50 に LAEQ,HC(工事用車両の走行時の等価騒音レベル)を記載すること。 

 

 

 LAEQ,HC(工事用車両の走行時の等価騒音レベル)は下表の計算値の欄となります。 

評価書において追加致します。 

 

表 8-1-1-50（1） 道路交通騒音レベル(LAeq)の予測結果（建設工事） 

単位：dB 

予測地点 

（道路境界） 

時間 

区分 
方向 

計算値 

等価騒音レベル(LAeq) 
等価騒音レベル(LAeq) 

環境 

基準 

環境基準との

適合 

現況計算値 

騒音レベル 

① 

将来計算値 

騒音レベル 

② 

現況実測値 

騒音レベル 

③ 

増加分 

 

④＝②－① 

将来 

騒音レベル 

③＋④ 

満足する：〇 

満足しない：× 

C1 昼間 

入方向 48 55 48 +7 55 

55 

〇 

出方向※ 48 55 48 +7 55 〇 

C2 昼間 

入方向 65 66 63 +1 64 

70 

〇 

出方向※ 68 69 66 0 66 〇 

注 1)方向の「※」は、現地調査地点側の道路交通騒音及び現況の自動車交通量の調査結果に基

づき、ASJ RTN-model 2018 を用いて推定した値である。 

 

表 8-1-1-50（2） 道路交通騒音レベル(LAeq)の予測結果（解体工事） 

単位：dB 

予測地点 

（道路境界） 

時間 

区分 
方向 

計算値 

等価騒音レベル(LAeq) 
等価騒音レベル(LAeq) 

環境 

基準 

環境基準との

適合 

現況計算値 

騒音レベル 

① 

将来計算値 

騒音レベル 

② 

現況実測値 

騒音レベル 

③ 

増加分 

 

④＝②－① 

将来 

騒音レベル 

③＋④ 

満足する：〇 

満足しない：× 

C1 昼間 

入方向 48 49 48 +1 49 

55 

〇 

出方向※ 48 49 48 +1 49 〇 

C2 昼間 

入方向 65 65 63 0 63 

70 

〇 

出方向※ 68 68 66 0 66 〇 

注 1)方向の「※」は、現地調査地点側の道路交通騒音及び現況の自動車交通量の調査結果に基

づき、ASJ RTN-model 2018 を用いて推定した値である。 
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15. 集水域について  

図 8-1-2-1 の水質調査地点が、対象事業実施区域を含む集水域からの水を調査していること

が確認できるよう、各集水域を色分けするなどして明記すること。 

 

 

図 15 に水質調査地点と、各地点の集水域を明示しました。 
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● 

● 

● 

● 

図 15  
水質調査地点及び集水域 

 

●   調査地点（水質） 

D2 

D3 

D4 

D5 

 

● 

D1 

D1 集水域 

 D2 集水域 

 

D3 集水域 

 

D5 集水域 

 

D4 集水域 
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16. 沈降試験結果の図修正について  

沈降試験結果の図（図 8-1-2-8）の両軸を対数表示とし、回帰式を追記すること。 

 

 

ご指摘に従い、図を修正しました。 

次頁以降の記載の内容で、評価書において修正致します。 
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17. 反射光について  

図 8-1-3-30 の示す意味（年間を通じて太陽光の入射する可能性がある範囲を示しており、そ

の範囲内の光（太陽光）が入射した際に、住居に反射光が当たり得るパネルを示したものであ

ること）を丁寧に説明すること。 

 

 

ご指摘に従い、図の説明を加え、修正しました。 

次頁の記載の内容で、評価書において修正致します。 

修正箇所は、着色部分となります。 
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18. 水域の改変により水生動物に影響を及ぼす可能性について  

【水域の改変について】改変区域内で両生類の卵が確認されていますが、常時水流や湧水、

湿地のような一時的な水たまりではない環境が対象事業実施区域内にあるのか、改変は行われ

るのか、直接改変によってムサシノジュズカケハゼやホトケドジョウ等の水生動物に影響を及

ぼす可能性はないのか、といった点について御説明下さい。 

 

 

 

改変区域内で両生類の卵が確認された場所の環境写真等は、図 18 に示すとおりです。確認され

た環境は湿り気のある環境ですが、その水域は不安定で一時的な水たまりに該当する環境であり、

改変区域内の水域環境はそのような一時的な水域であると認識しております。 
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図 18 改変区域内で両生類の卵が確認された場所の環境写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動植物保全の観点から非公開 
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19. オニシバリ、ミゾコウジュの移植先について  

オニシバリ、ミゾコウジュの移植先は決まっているのか。移植に先立ち、適地を決定してお

く必要がある。また、代償ミチゲーションは最後の手段であるので、回避などが出来ないかを

検討する必要がある。ミゾコウジュなどは、むしろ二次的な自然環境に生育する例が多く、現

地調査時に道端で確認されていることなども踏まえて、保全策を検討すると良い。 

 

 

オニシバリ及びミゾコウジュの移植に際しては、移植予定箇所の環境調査等により、その適性

について確認をした上でその結果を基に計画を策定するとともに、専門家に助言・指導を受けた

上で詳細を決めることを考えております。回避策については、オニシバリについて一部の個体を

移植せずに保全することを検討しております。引き続き、改変を回避することが出来る個体がな

いか、検討してまいります。 

なお、オニシバリ及びミゾコウジュについて、現時点で想定している移植先予定箇所等は、図

19-1～図 19-2 に示すとおりです。 
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図 19-1 オニシバリ 

想定移植箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動植物保全の観点から非公開 
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図 19-2 ミゾコウジュ 

想定移植箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動植物保全の観点から非公開 
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20. 森林群落（木本）の組成表の組み方について  

森林群落（木本）の組成表の組み方を再整理すること。本編の群落名と、資料編の組成表の

言い回しが異なる点を一致させること。 

 

（群落組成表について） 

 群落組成表は、基本的に組成表に組みこんだ植生調査資料間の比較によって導き出された

区分種を示すもので、他の資料で標徴種・区分種とされているからといって、それらを当該の

組成表に示す必要はありません。この調査地域の中での他の群落との違いを示すことが重要で

す。 

群落組成表によって示される区分種は、比較した植生の種類によって異なってくるのは当然

で、例えばコナラ林とケヤキ林を比較した場合の区分種とアカマツ林とのそれとではことなり

ます。また、地域が異なれば植生の母体となるフロラも異なりますので、同じような比較をし

ても結果は異なってきます。植生便覧などに書かれている標徴種・区分種は、コナラ林群集で

あればコナラ林だけを比較した結果のものですので、今回のように一部の地域の複数の群落を

比較した結果とは異なってくるわけです。 

従いまして、お示しいただいた組成表の「クヌギ－コナラ群集標徴種」等の表記は削除して、

それぞれの種は、ブナクラスの種や随伴種等に移動させてください。コナラ群落の区分種には

コナラのほかに、ヤマザクラやクヌギ、リョウブなども挙げて良いと思います。同様にスダジ

イ群落の区分種には、モチノキ、アラカシ、サカキを加えて良いと思います。「ムクノキ－エ

ノキ群集標徴種」と「エノキ－ムクノキ群団標徴種」に関しても同様です。ケヤキ群落の区分

種としてケヤキのみがあげられていますが、ムクノキとエノキもケヤキ群落の明確な区分種と

なりますし、さらにジャノヒゲやイヌガヤも区分種に加えても良いと思います。 

要するに、同一の組成表の中で、どれくらい明確に区分できているかを示すことが重要とな

ります。区分種は優占種だけをあげるのではなく、できるだけ多くの種を見つけ出すことが肝

要です。 

 

 

 

修正した群落組成票は、表 1 に示すとおりです。 

左側の出現種には、現地で確認・分類した群落毎にその区分種をまとめて記載しました。また、

その下段は、「改訂新版日本植生便覧」（平成 6 年、至文堂）等を参考に、確認された群落が属

する統一的な区分ごとにまとまりのみられた区分種以外の出現種を整理しております。 

追加で頂いたご指導・ご意見を基に、再度組み直した表を作成致しました。 
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表１(1) 群落組成表 
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表１(2) 群落組成表 
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表１(3) 群落組成表 
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表１(4) 群落組成表 
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表１(5) 群落組成表 
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表１(6) 群落組成表 
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表１(7) 群落組成表 
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表１(8) 群落組成表 
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表１(9) 群落組成表 
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表１(10) 群落組成表 
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表１(11) 群落組成表 
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21. 低反射型太陽光パネルの景観について  

低反射型太陽光パネルは、黒っぽく見えるため、必ずしも周囲の景観となじまない可能性も

ある。官ノ倉山からの眺望に関しては、目隠しの為の植林などの可能性を検討すること。 

 

 

 

官ノ倉山からの眺望を、下の予測写真（準備書 図 8-1-7-4(12)）に記載しました。ここで、

赤い線は石尊山の山体を示しています。この石尊山の起伏地形により、その向こう側に存在する

太陽光パネルは、その大部分が隠されることとなります。地形のみを考え植生の存在を考慮しな

い場合、一部、石尊山の尾根の上部分に、太陽光パネルが見通されるものと予測します。 

しかしながら、現況でも石尊山の尾根部分には、既に植生が存在し、対象事業実施区域がほと

んど確認できないと想定される状況にあります（準備書 図 8-1-7-4(11)：次頁写真）。 

この石尊山の尾根周辺の植生は、残置森林として残すこととし、この残置森林による太陽光パ

ネルの目隠し効果を維持する計画といたします。 

 

 

注：図中の灰色面は石尊山の地盤面を示し、手前の植生を透過した際に対象事業実施区域が視認できると予

測される位置を示している。 

図 8-1-7-4(12) 官ノ倉山 落葉期（将来） 

 

対象事業実施区域の範囲 

手前の植生が無くなった場合、 

対象事業実施区域が視認される予測範囲 

石尊山の山体 

パネル 
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図 8-1-7-4 (11) 官ノ倉山 落葉期（現状） 

 

 

 

対象事業実施区域の範囲 

石尊山の尾根の植生 
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22. ミゾゴイなど他の種の事後調査について 

ミゾゴイなど他の種については、事後調査は行わないのか。 

 

 

ミソゴイの営巣地について 

 準備書で報告されていたのは古巣とされていたと思いますが、追加調査で新たに発見され

たミソゴイの営巣地は新しいものでしょうか。また、8 月ころのネットニュースなどで報道さ

れている、地元の方々の調査で確認されたという営巣地はヒナの写真もありましたが、今回発

見されたものはそれとは異なるものでしょうか。 

 

 

ミゾゴイについて準備書の公表後に新たな営巣地の確認に臨んだ結果（追加調査）、確認した

新しい巣の位置は、図 22 に示すとおりです。 

この巣の位置は現状で改変区域内であることから、その周辺の改変を取り止める方向で検討を

進めておりますが、改変区域に近いことを踏まえて、本種の事後調査について検討してまいりま

す。 

追加調査で確認した巣は、公表されている写真と現地での確認状況から、同じ巣であると考え

ております。 
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図 22 ミゾゴイ 

営巣地確認位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動植物保全の観点から非公開 


